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はじめに 

 

本県の医療提供体制は，医療施設や医療従事者が仙台市内に集積している一方で，他の地域では

これらが不足しているなど，医療資源の偏在が顕著となっている。このため，仙台医療圏以外の二

次医療圏における入院患者の受療動向（平成１８年度）をみると，仙台医療圏に１０％～３０％程

度依存しているなど，住民が身近な地域で必要な医療を十分に受けられず，また，仙台医療圏（特

に仙台市内）の医療機関の負担が増大している状況にある。 

宮城県の地域医療を再生するためにまず必要なことは，医師不足及び偏在への処方箋であること

から，県内唯一の医師養成機関である東北大学，県医師会，医療機関と連携して｢宮城県医師育成機

構｣を設立し，全県的な視野における医師の循環的配置，医師のキャリア設計に応じた魅力的なプロ

グラムの提示，医師が必要とする再教育や研修の提供，就労環境の整備等を行う。これらにより，

医師が地域医療に貢献しながらも各自のキャリア設計を実現できる体制を作り，県全体として医師

の定着を図ることとする。 

次に，今後の地域医療再生のモデルとなりうる２医療圏を選定した。一つ目の地域は，仙台の北

部に位置する登米医療圏である。登米医療圏は県内で最も医師不足が深刻な地域で，全国平均の半

数以下の医師数に留まっており，夜間の救急医療体制の確保や周産期医療体制の確保が困難となっ

ている。また，地域においては高齢化が進んでいることから，回復期や在宅医療への需要が増大し

ている。このような登米医療圏の再生を図るため，自治体病院を再編・ネットワーク化することで

医療資源を集約する。その上で，急性期医療については｢県北地域｣の大崎医療圏・栗原医療圏と連

携することとし，亜急性期・回復期・在宅医療を登米医療圏内で重点的に整備することとした。 

二つ目の地域は，仙台の南部に位置する仙南医療圏である。仙南医療圏には２つの中核的な病院

が近接して存在するが，それぞれの経営母体が異なることから，両病院が独自に救急医療に取り組

むなど，機能分担が不十分な状況にある。また，圏域内に初期救急医療体制が整備されていないた

め，両病院がそれぞれ初期及び二次救急を担っており，勤務医の疲弊を招いている。このような仙

南医療圏の再生を図るため，一方の病院に救命救急センターを設置して三次救急を確保するととも

に，他方の病院は二次救急の役割のほかに回復期医療を担うなど，機能分担を推進することとした。

また，仙南医療圏のみならずその近傍の地域を含め，郡市医師会の協力を得て診療所医師による出

務型初期救急医療体制を構築することで，｢県南地域｣において初期から三次までの救急医療体制の

完結を図ることとした。 

 

以上のように，宮城県の地域医療再生計画の対象地域は，深刻な医師不足の解消を図る登米医療

圏を中心とした「県北地域」と，救急医療体制の完結を図る仙南医療圏を中心とした「県南地域」

である。また，全県を対象とするようなより高次な機能を有する医療機関の整備等については，「県

全体を対象とした事業」に位置づけて計画に盛り込むことにより，計画対象地域における目標の達

成を支援するものである。 
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宮城県における地域医療再生計画の計画対象地域 
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登米医療圏を中心とした 

「県北地域」 

仙南医療圏を中心とした 

「県南地域」 

登米医療圏 

大崎医療圏 

栗原医療圏 

石巻医療圏 
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• ｢宮城県医師育成機構｣の設置 
•県，大学，医師会，医療機関が一体となって，医師の全県循環的配置を推進 

•スキルズラボの利用拡大等による医師再教育システムの構築 

•｢いつでも，どこでも保育｣を可能にする女性医師支援センターの設立 

•自治医科大学卒業医師やドクターバンク医師と東北大学関連医師等とのネット
ワーク構築 

• 医学生を対象とする奨学金の拡充 
•｢宮城県医師育成機構｣と連動して，中核病院等への計画的配置 

全県的取組による医師不足の解消 

• 自治体病院の再編による医療資源の集約 
•４病院３診療所（５０１床）から２病院５診療所（３２７床）へ集約化 

•二次救急から回復期までの医療を切れ目なく提供            
（市立佐沼病院に救急センターと回復期リハ病棟設置） 

•在宅医療の充実                           
（市立５診療所を在宅療養支援診療所化，訪問看護ステーションの体制強化） 

• 他圏域との連携強化・ネットワーク化 
•三次救急及びハイリスク分娩は大崎医療圏へ                       
（大崎市民病院の救命救急センター及び周産期部門の機能強化） 

•隣接圏域（大崎・栗原）の中核病院との患者情報の共有 

医師不足が深刻な登米医療圏（県北地域）の再生 

• 機能分化と連携強化による救急医療体制の構築 
•三次救急医療体制の整備                       
（みやぎ県南中核病院に地域救命救急センターの設置） 

•郡市医師会との連携で，平日夜間の初期救急医療体制を整備        
（仙南医療圏及び周辺地域） 

•回復期医療体制を整備して患者の流れを円滑化             
（公立刈田綜合病院に回復期リハ病棟設置） 

•２病院間に患者情報供覧システムを整備し，連携強化 

救急医療体制の完結を図る仙南医療圏（県南地域）の再生 

宮城県の地域医療再生計画の概要 
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１ 対象とする地域 

本地域医療再生計画においては，登米医療圏（登米市）を中心として，隣接する大崎医療圏（大

崎市，加美郡及び遠田郡）及び栗原医療圏（栗原市）を加えた地域を「県北地域」として対象地域

とする。 

 

(1) 対象地域選定の理由  

 

登米医療圏は県内の二次医療圏の中でも医師不足が最も深刻であり，地域の中核的な病院である

登米市立佐沼病院では小児科・産婦人科の診療制限や入院休止に追い込まれるとともに救急医療の

維持も難しくなってきているなど，危機的な状況にある。 

こうした状況を踏まえ，登米市は平成２０年度に策定した公立病院改革プランの中で，市立病院

の再編・改革を行い，４つの市立病院のうち２病院を診療所化する方針を打ち出した。 

しかし，危機に瀕している当圏域の地域医療の再生を図るためには，このような取組と並行して，

医師・看護師の確保や救急・周産期医療の充実を図ることが緊急の課題である。 

登米医療圏における入院患者の受療動向をみると，仙台医療圏への依存のほか，栗原医療圏

（９．１％）及び大崎医療圏（８．２％）への依存が大きくなっている。 

このような状況の中，大崎医療圏に所在する大崎市民病院が三次救急や周産期，がん診療等の分

野において県北地域の拠点病院としての役割を担う等，連携体制が構築されつつある。特に，医師

不足が深刻な産科においては，大崎市民病院に産科医等の集約化を図っており，登米市立佐沼病院

と栗原中央病院では妊婦健診のみを行い，大崎市民病院において分娩を行う等，県北地域全体とし

て産科セミオープンシステムを運用している。 

こうしたことから，登米医療圏における地域医療の再生を図るためには，栗原・大崎の両医療圏

との役割分担と連携を強化していくことが効果的かつ効率的であると判断される。 

なお，平成２０年４月に公示した地域医療計画には，「県北地域について，診療科によっては広

域化が見られることから，二次医療圏の設定について，今後の動向により再検討を要する場合もあ

ります。」と記載されており，次期計画の策定に当たっては，３医療圏の統合に向けた検討を行うこ

ととする。 

 

(2) 地域の概況  

 

登米医療圏は面積５３６．３８平方キロメートル，人口８５，８３６人を有する圏域である。圏

内には６つの病院（国立療養所東北新生園（４６０床），登米市立佐沼病院（３００床），登米市立

米谷病院（４９床），登米市立豊里病院（９９床），登米市立よねやま病院（５３床），石越病院

（１２０床））と７４の診療所が存在している。 

栗原医療圏は面積８０４．９３平方キロメートル，人口７６，９２３人を有する圏域である。圏

内には５つの病院（宮城県立循環器・呼吸器病センター（２００床），栗原市立栗原中央病院

（３００床），栗原市立若柳病院（１２０床），栗原市立栗駒病院（７５床），医療法人財団弘慈会石

橋病院（１１０床））と８０の診療所が存在している。 

大崎医療圏は面積１５２３．９５平方キロメートル，人口２１３，３９１人を有する圏域である。
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圏内には２２の病院（大崎市民病院（４６６床），大崎市民病院鹿島台分院（７０床），大崎市民病

院岩出山分院（９５床），大崎市民病院鳴子温泉分院（１７０床），古川緑ヶ丘病院（２４０床），医

療法人清靖会木村病院（１３３床），旭山病院（１００床），岡本病院（１７３床），涌谷町国民健康

保険病院（１２１床），美里町立南郷病院（５０床）等）と１９８の診療所が存在している。 

 

 

２ 地域医療再生計画の期間 

本地域医療再生計画は，平成２２年１月８日から平成２５年度までの期間を対象として定めるも

のとする。 

 

 

３ 現状の分析 

〔救急医療体制〕 

  初期救急医療について，登米医療圏，栗原医療圏及び大崎医療圏の遠田郡では，在宅当番医

制が休日の日中に実施されている。また，大崎医療圏の大崎市及び加美郡については，在宅当

番医制によって休日の日中及び夜間をカバーするとともに，大崎市では病院群輪番制参加病院

が平日夜間の初期救急にも対応している。 

  二次救急医療（病院群輪番制）について，登米医療圏では，登米市立佐沼病院が休日のみに

対応している。栗原医療圏では，栗原市立栗原中央病院が休日及び平日夜間に対応している。

大崎医療圏では，休日日中及び夜間を圏内１６病院が参加する輪番制により対応し，平日夜間

は旧古川市内の８病院が参加する輪番制により対応している。 

  三次救急医療については，登米医療圏及び栗原医療圏に救命救急センターがないことから，

大崎市民病院の救命救急センターが３医療圏の三次救急に対応している。 

 

〔救急搬送〕 

  平成２０年の県北地域における救急搬送人員は１２，４４８人（登米医療圏２，３２１人，

栗原医療圏２，７１５人，大崎医療圏７，４１２人）で，平成１９年の１２，６３８人に比べ

て若干減少している。 

  このうち，県北地域（３医療圏）内搬送は１１，３３５人（９１．１％）となっており，石

巻医療圏に４５９人（３．７％），仙台医療圏に４０６人（３．３％）が搬送されている。 

  医療圏別にみると，登米医療圏では，石巻医療圏に２８０人（１２．１％），大崎医療圏に

２３２人（１０．０％），栗原医療圏に２１９人（９．４％）が搬送されている。また，栗原医

療圏では，大崎医療圏に４２３人（１５．６％），岩手県に２２０人（８．１％）が搬送されて

いる。 

  傷病程度別にみると，県北地域における３週間以上の入院加療を必要とする重症患者の割合

は１９．９％，中等症患者は４７．０％，入院加療を必要としない軽症患者は２９．９％とな

っており，県平均（重症患者１４．４％，中等症患者５０．４％，軽症患者３３．１％）と比

較すると，重症患者の割合が高くなっている。特に，登米医療圏及び栗原医療圏では重症患者
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の割合が２０％を超える状況にある。 

  救急要請（覚知）から医療機関の受入れまでの平均所要時間を医療圏別にみると，登米医療

圏３９．７分，栗原医療圏４４．０分，大崎医療圏３７．２分となっており，いずれも県平均

３６．４分より長くかかっている。 

 

〔周産期医療体制〕 

  平成２０年８月現在の県北地域における分娩取扱医療機関は７機関であり，平成１１年から

は３機関減少している。特に，登米医療圏及び栗原医療圏では，それぞれ診療所が１か所のみ

である。 

  産科・産婦人科を受診している入院患者について，患者が居住する医療圏内の医療機関で受

療する割合（自圏域依存率）をみると，登米医療圏は６４．０％，栗原医療圏は３８．５％，

大崎医療圏は８０．０％となっており，登米医療圏に居住する患者の２４．０％，栗原医療圏

に居住する患者の４６．２％が大崎医療圏で受療している状況にある。 

また，県北地域で対応できないハイリスク分娩については，仙台医療圏の病院に搬送されて

いる。 

  平成１８年の県北地域における医師１人当たりの年間分娩件数は２３６．９件であり，県平

均の１４６．６件を大きく上回っている。 

  平成２０年の県北地域における周産期死亡率（出産千対）は５．４であり，県平均の３．８，

全国の４．３を上回っている。 

  こうした状況の中，県北地域では産科医療資源の集約化を図るとともに，医療機関が役割分

担と連携を図りながら妊婦健診と分娩への対応を行う産科セミオープンシステムを運用してい

る。 

 

県北地域のセミオープンシステムの現在の実施体制 
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〔医療従事者〕 

  平成１８年１２月末現在の県北地域における医師数は５１７人（登米医療圏９４人，栗原医

療圏１０２人，大崎医療圏３２１人）となっており，平成１２年の４７６人からは増加してい

るものの，登米医療圏では減少している状況にある。なお，医師数が減少しているのは，県内

７医療圏のうち登米医療圏のみである。 

  医師数を人口１０万人対でみると，１３４．６人（登米医療圏１０６．５人，栗原医療圏

１２８．９人，大崎医療圏１４８．２人）であり，県平均の２０８．７人，全国平均の２１７．５人

を大きく下回っている。 

特に登米医療圏は県内の二次医療圏の中で最も低い水準であるとともに，全国平均の半数以

下となっている。 

  診療科別でみると，県北地域の内科医は１８５人（登米医療圏４３人，栗原医療圏４２人，

大崎医療圏１００人），外科医は５４人（登米医療圏１０人，栗原医療圏１０人，大崎医療圏

３４人），小児科医（小児外科含む）は１２人（登米医療圏４人，栗原医療圏２人，大崎医療圏

６人），産婦人科医（産科・婦人科含む）は２０人（登米医療圏３人，栗原医療圏１人，大崎医

療圏１６人），リハビリテーション科医は３人（登米医療圏１人，栗原医療圏０人，大崎医療圏

２人）である。 

  平成１８年１２月末現在の県北地域における就業看護師数は１，８４６人（登米医療圏

４０７人，栗原医療圏４５８人，大崎医療圏９８１人）となっており，平成１２年の１，４３１人

からは増加している。 

  就業看護師数を人口１０万人対でみると，４８０．７人（登米医療圏４６１．２人，栗原医

療圏５７８．８人，大崎医療圏４５２．８人）であり，県平均の５８３．４人，全国平均の

６３５．５人を大きく下回っている。 

  平成１８年１２月末現在の県北地域における就業助産師数は３７人（登米医療圏１６人，栗

原医療圏３人，大崎医療圏１８人）となっており，平成１２年の４７人からは減少している。 

  就業助産師数を人口１０万人対でみると，９．６人（登米医療圏１８．１人，栗原医療圏３．８人，

大崎医療圏８．３人）であり，県平均の２４．０人，全国の２０．２人を大きく下回っている。 

 

〔受療の動向〕 

  患者が自らの居住する医療圏内の医療機関で受療する割合（自圏域依存率）をみると，外来

受療については登米医療圏８０．７％，栗原医療圏８３．６％，大崎医療圏９１．２％であり，

入院受療については登米医療圏６４．２％，栗原医療圏７１．２％，大崎医療圏８３．８％と

なっている。登米医療圏は外来，入院ともに県内の二次医療圏の中で最も低い水準にある。 

  外来及び入院受療の自圏域依存率を県北地域全体としてみると，外来は９２．９％，入院は

８３．８％となっている。 
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４ 課 題 

 

〔救急医療体制〕 

  二次救急医療については，病院群輪番制と救急告示医療機関で対応しているが，医師不足か

ら救急医療体制の維持が困難な状況にある。 

  登米医療圏と栗原医療圏では，救急搬送人員の３割前後を他の医療圏に搬送している状況に

あり，そのため，覚知から医療機関受入れまでの所要時間が長くなっている。 

  こうした中，大崎市民病院が三次救急医療を中心に多くの患者の受入れを行っていることか

ら，その機能を充実するとともに，同病院の負担を軽減するためにも，登米医療圏及び栗原医

療圏における二次救急医療体制の整備が求められる。 

  

〔周産期医療体制〕 

  登米市立佐沼病院及び栗原市立栗原中央病院の助産師外来（妊婦健診外来）の体制の強化や

大崎市民病院における周産期医療体制の充実等を図ることにより，県北地域の産科セミオープ

ンシステムの一層の拡充を図る必要がある。 

  また，県北地域では対応が困難なハイリスク分娩に対応するため，総合周産期母子医療セン

ターである仙台赤十字病院等の機能を強化するとともに，ＮＩＣＵが常に満床状態にあること

から，県全体としてＮＩＣＵの増床及びＮＩＣＵ退院後の受入れ先の確保を図る必要がある。 

 

〔その他の医療体制〕 

  死亡原因の第一位であるがん
．．

や大規模な流行の恐れがある新型インフルエンザ等の感染症に

ついては，全県的に医療体制の構築を図っていく必要ある。 

 

〔医療連携体制〕 

  急性期から回復期・慢性期に至るまで切れ目のない医療を提供するためには，それぞれのス

テージを担う医療機関を明確化し，患者が円滑に転院や在宅療養へ移行できるよう，連携体制

の構築が求められている。 

  県北地域で回復期リハビリテーション病棟を設置する医療機関は大崎市民病院鳴子温泉分院

のみであることから，登米医療圏と栗原医療圏において整備を図る必要がある。 

  在宅医療については，高齢化の進展や病院における在院日数の短縮などからその需要の増加

が見込まれており，提供体制のより一層の充実が求められるとともに，在宅医療に取り組む薬

局や歯科診療所についても充実が必要である。 

 

〔医療従事者〕 

  県北地域の人口１０万人当たりの医師数，就業看護師数及び就業助産師数は，県や全国の値

と比べて大幅に少なく，これら医療従事者の確保は喫緊に対応すべき深刻な課題である。 

  医療従事者の定着を図るためには，就労環境の整備が重要であり，特に，医療従事者の多数

を占める女性の離職を防ぎ，かつ復職を促すためには，出産・育児との両立が可能となるよう

な支援体制の構築が求められる。 
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５ 目 標（平成２５年度まで） 

 

 

〔救急医療体制〕 

  県北地域において，三次救急医療体制，二次及び初期救急医療体制を体系化して整備する。具

体的には，三次救急医療については大崎市民病院救命救急センターの機能を強化し，県北地域全

体の重篤な救急患者も受け入れる。二次救急については医療圏単位で対応することとなるが，佐

沼病院・栗原中央病院の体制が弱いことから，両病院の体制の充実を図る。初期救急については，

郡市医師会単位の在宅当番医制等で対応する。 

  救急医療機関において病状が落ち着いた患者が円滑に転院できるよう，全県的に転院調整のシ

ステムを構築するとともに，佐沼病院及び栗原中央病院に回復期リハビリテーション病棟を整備

する。これにより，大崎市民病院に入院した登米医療圏及び栗原医療圏の患者が円滑に地域に戻

れる体制を強化し，大崎市民病院から佐沼病院，栗原中央病院等の地元の病院に転院する数を平

成２０年度と比して倍増させる。 

 

〔救急搬送〕 

  救急要請（覚知）から医療機関受入れまでの時間を短縮する。具体的には，基幹病院の機能強

化，救急医療を担う医師の養成や資質向上等により救急要請（覚知）から医療機関の受入れまで

の時間を県平均に近づける。 

 

〔周産期医療体制〕 

  県北地域における周産期医療体制の充実により，県北地域の周産期死亡率（出産千対。平成

２０年現在５．４）を平成２５年度末までに４．３に減少させる。また，県北地域から仙台医療

圏に搬送される妊産婦の数を，平成２０年度と比して５０％減少させる。また，県全体としてＮ

ＩＣＵ（診療報酬加算対象）を１０床程度増やすとともに，その後方支援体制を整備する。 

登米医療圏を中心とする県北地域の最大の課題は医師不足であるが，この解決のために，県内

唯一の医師養成機関である東北大学，県医師会，中核病院等と宮城県が連携して「宮城県医師育

成機構」を設置する。本機構は，全県的な視野における医師の循環的配置を担い，医師のキャリ

ア設計に応じた魅力的なプログラムを開発するとともに，医師が必要とする再教育や研修を受け

るためのセンターの運営や勤務環境の整備等を行う。このような取組を通じて，医師が地域医療

に貢献しつつも自ら希求するキャリアアップを達成できるよう支援し，宮城県全体として医師の

定着を促進する。また，県内の医師の増加を図るために医学生に対する奨学金の大幅な拡充を図

る。 

県北地域における持続可能で安定的な救急医療体制，周産期医療体制の構築に向けて，登米医

療圏の自治体立病院の再編・ネットワーク化により医療資源を集約するとともに，急性期医療に

ついては県北地域の基幹病院である大崎市民病院との連携を強化する。亜急性期・回復期・在宅

医療については，登米医療圏及び栗原医療圏において整備する。さらに県北地域内では対応する

ことが難しい高度で専門的医療機能の整備等については全県的に取り組んでいく。 
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〔その他の医療体制〕 

  県全体として，高度ながん診療機能の充実や新型インフルエンザ等の感染症の流行に対応でき

る医療提供体制の確保を図る。 

 

〔医療従事者〕 

  近年の恒常的な医師不足に対応するため，医師がバランスよく県内に配置されるシステムの構

築や医師に対する研修体制の充実を図る。 

  大学への寄附講座の設置等により三次救急やハイリスク分娩等に対応できる医師を養成し，県

内の公的病院にそれぞれ２名ずつ配置する。 

  女性医師や看護師が働きやすい環境を整備するため，女性医師に対する支援体制を構築すると

ともに，県内の院内保育所の増加を図り，県内の医療施設に従事する女性医師の数を平成１８年

よりも２０％増加させる。 
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６ 目標達成のための具体的実施内容 

 

(1) 県全体で取り組む事業  

 

 

 

①「宮城県医師育成機構」の設置・運営 

   ・平成２２年度事業開始。 

   ・事業総額 ２０５，１６４千円 

（基金負担分 １４３，７３９千円［県北地域 １４３，７３９千円，県南地域 ０千円］） 

 

 

 

 宮城県内の医師養成機関は東北大学だけであり，これまで医師の派遣や調整は東北大学が担

ってきたが，初期臨床研修制度の改変を契機として医師の派遣体制に変化がみられ，地域医療

を担う自治体病院や公的病院の医師不足が大きな問題となっている。 

医師確保の取組として，宮城県は自治医科大学卒業医師の県内配置を図るとともに，医学生

に奨学金を貸与して，卒業後の県内自治体病院への勤務を誘導してきた。また，転職を希望す

る医師に対してはドクターバンク事業やドクターキューピット事業等を展開し，県内自治体病

院への勤務を促進してきた。今後，これらの医師が増加することから，県内在住の東北大学関

連医師等とのネットワーク化が求められている。 

このため，東北大学，県医師会，医療機関及び宮城県が連携して，医師のキャリア設計に応

じた魅力あるプログラムを提示するとともに，県内にバランスよく医師を配置する仕組みを構

築するため，｢宮城県医師育成機構｣を設置する。 

｢宮城県医師育成機構｣は県が事務局を務め，｢循環的医師配置推進委員会｣において医師の需

要に応じた全県的配置を実践し，「養成プログラム研究開発委員会」において専門医等の養成プ

ログラムの開発を行うとともに，「キャリア設計研究開発委員会」において医師がそれぞれのス

テージにおいて希望するキャリア実現のために必要な研修や再教育を提供する。また，女性医

師支援センターの設置など，医師が長く働き続けることができるように勤務環境を整備する。 

 こうした取組によって，宮城県を医師にとって魅力ある県に変革し，医師の県内定着率を高

め，医師不足が深刻な県北地域の問題を解消する。 

 

•総事業費 ８９０，９６０千円                 
（基金負担分 ７８１，６５３千円               
［県北地域 ６３９，０６９千円，県南地域 １４２，５８４千円］） 

•宮城県は東北大学・県医師会・医療機関と連携して「宮城県医師育成機
構」を設置し，医師の養成，循環的配置，県内在住医師のネットワーク
化を図り，本県における医師の絶対数の不足及び地域や診療科による医
師の偏在を是正する。 

ア 東北大学等と連携した医師確保等対策 

※今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。 

なお，財源とすべき基金余剰額が不足し，上記の基金負担額に満たないこととなった場合は，都道府県負担により事業を実施する。 
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② 医療人養成に対応する地域医療研修センター整備・運営 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １８８，０６６千円 

（基金負担分 １４２，５８４千円［県北地域 ０千円，県南地域 １４２，５８４千円］） 

 

 ｢宮城県医師育成機構｣と連動して，県内在住医師・看護師・助産師等の医療技術の向上を図

るとともに，医療従事者の復職やキャリア変化に向けた研修や再教育等を担う。 

 具体の事業としては，東北大学に近接して存在する既存施設を改修し，臨床技術のシミュレ

ーション・トレーニングを行うスキルズラボを整備し，インストラクター（医師及び臨床工学

技師）を配置してトレーニング効果を高めるものとする。また，東北大学の専門医等による研

修なども実施する。 

 なお，同センターのスキルズラボは，仕事を終えた医療従事者が夜間に通えるように運用す

るなど，利便性を重視する。 

 

③ 救急・周産期・感染症等の専門分野の研究及び専門医の養成等を担う寄附講座の設置等 

・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。 

・事業総額 ２９９，９００千円 

（基金負担分 ２９９，９００千円［県北地域，２９９，９００千円，県南地域 ０千円］） 

 

救急医療については，既存の救命救急センターから遠距離の地域における新たな地域救命救

急センターの設置やドクターヘリの導入検討を行うことにしているが，これらの実施に当たっ

ては，救急科専門医の増加が必要不可欠である。 

また，周産期医療については，産科，小児科（新生児），麻酔科等が関わることになるが，こ

れらの分野の医師はいずれも不足している状況であり，特に都市部以外の地域では確保が困難

であることから，これらの知識・技術を総合的に身に付けた人材である「周産期総合診療医」

の育成が求められている。 

さらに，新型インフルエンザ等の感染症は，特定の疾患や年齢層の患者にとっての脅威であ

るのみならず，すべての県民にとっての危機でもあるので，行政と専門家及び臨床医が一体と

なって危機管理を実践するため，｢感染症危機管理地域ネットワーク｣の構築が求められている。 

このため東北大学における寄附講座の設置等により，救急・周産期・感染症等の専門分野の

最先端の医療や研究を行うとともに，専門医の養成及び県内医療機関への配置を行う。 

 

④ 医学生を対象とする奨学金の拡充 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １９２，０４３千円 

（基金負担分 １８９，６４３千円［県北地域 １８９，６４３千円，県南地域 ０千円］） 

 

本県では，平成１９年度の「緊急医師確保対策」及び平成２０年度の「経済財政改革の基本

方針２００８」に基づき，地域医療に従事する医師確保のために県と東北大学とが連携して医

学部入学定員増に取り組み，平成２１年度から同大学の医学部定員が１０人増員されている。
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また，「経済財政改革の基本方針２００９」に基づく医学部入学定員増についても同大学と連携

して取り組み，平成２２年度から地域の医師確保のため７人増員する計画である。 

県は，これらの定員増に対応し，かつ，｢宮城県医師育成機構｣と連動する施策として，大学

生を貸与の対象とする新たな奨学金制度（県が指定する医療機関で所定の期間勤務することを

条件に返還を免除するもの。）を設け，この奨学金には増員された東北大生への貸与枠（貸与期

間は，医学部３～６学年次の４年間を基本とする。）を設定する。 

当該貸与枠については，平成２１年度に入学した１０人が３学年になる平成２３年度から募

集を開始することとなり，奨学金利用者の確保に関しては，東北大学が地域医療に関する研修

プログラムを１～２学年次から充実させ，地域医療への熱意と適性を有する学生を早期に把握

した上，当該学生が３学年に進級する段階で進路指導や奨学金利用に関する助言等を行うなど

の方法で県に協力する。 

なお，本県では，平成１７年度から平成２１年度まで大学生，研修医（初期研修・専門研修）

及び大学院生を対象とした奨学金等事業を実施してきたため，既に貸与決定済みの分は平成

２２年度以降も県の自主財源で対応する。 

 

⑤ 医師を志す高校生支援 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ５，７８７千円 

（基金負担分 ５，７８７千円［県北地域 ５，７８７千円，県南地域 ０千円］） 

 

 

 

 本県の高等学校からの医学部入学者の絶対数を増加させるとともに，将来，地域医療に従事

する志を高めるため，医学部志望の高校生を対象として，医師の仕事についての理解を深め，

かつ，医師を目指す高校生の連帯感を醸成する事業を推進する。 

 具体の事業としては，合同学習合宿，医学部の講義体験・病院見学及び医学部受験支援講座

等を東北大学及び自治体病院等の協力を得て実施する。 

 

 
 

① 地域医療現場医師のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １，１３０千円 

（基金負担分 １，１３０千円［県北地域 ０千円，県南地域 １，１３０千円］) 

 

•総事業費 ８２，４０４千円                  
（基金負担分 ７８，３４９千円                
［県北地域 ９，０００千円，県南地域 ６９，３４９千円］） 

•県が事業主体となり，本県の地域医療を担う医療従事者の確保・育成に
資する事業を展開する。 

イ 東北大学関連以外の医療従事者確保等対策 

※今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。 

なお，財源とすべき基金余剰額が不足し，上記の基金負担額に満たないこととなった場合は，都道府県負担により事業を実施する。 
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 県の医師確保対策事業によって，自治体病院等で地域医療に従事している自治医科大学卒業

医師，ドクターバンク医師，奨学金貸与医師等のモチベーションを持続させ，また，各事業終

了後における地域定着を図るため，東北大学や地元の診療所とのネットワーク組織を設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，研修・交流会の開催等とする。 

 

② 地域医療を志す医学生のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ２，３９６千円 

（基金負担分 ２，３９６千円［県北地域 ０千円，県南地域 ２，３９６千円］） 

  

県が自治医科大学で育成している医学生及び県の奨学金貸与を受けた医学生が本県の地域医

療について理解を深めることができるよう，各施策の壁を超えた医学生のネットワーク組織を

設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，研修・交流会（地域医療の現場見学等）の

開催，本県の地域医療に関する情報提供等とする。 

 

③ 臨床研修病院等のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ８６５千円 

（基金負担分 ８６５千円［県北地域 ０千円，県南地域 ８６５千円］） 

 

 県内の臨床研修病院を初期研修や後期研修の場として選択する医師の増加を図るため，病院

間の情報交換や共同ＰＲ等を行うネットワーク組織を設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，情報交換・研修会の開催，パンフレット作

成等による共同ＰＲ活動等とする。 

 

④ 女性医師支援事業 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ４２，８８９千円 

（基金負担分 ３９，３８９千円［県北地域 ０千円，県南地域 ３９，３８９千円］） 

 

 医師国家試験合格者における女性の増加に伴って女性医師の割合が上昇する中，医師不足が

顕著な産科や小児科等の診療科に若手女性医師が多いことから，女性医師の離職防止，出産・

育児等と勤務を両立できるような環境整備等に資する事業を実施する。 

 具体の事業としては，女性医師支援に関する総合窓口となる女性医師支援センターを設置し，

子育て支援サービスの情報提供・仲介や復職研修等の受入調整等の支援体制を整備するととも

に，セミナー事業等を行う。 

 また，インターネット広報を推進し，行政，大学及び医師会等が実施する女性医師支援事業

のＰＲ，女性医師が働きやすい職場づくり等に関する先進的な事例紹介等を行う。 
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⑤ 看護師確保対策 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ４４，８７８千円 

（基金負担分 ４３，５６９千円［県北地域 ９，０００千円，県南地域３４，５６９千円］） 

 

 看護師の確保及び復職支援等を行うとともに，安全で質の高い看護サービスを提供するため，

看護師の養成・確保及び看護師の質の向上のための取組を行う。 

◆ 復職支援のための教育備品購入助成 

◆ 認定看護師養成課程受講者への助成 

◆ 看護師養成所における教員確保及び看護実習への支援 

◆ 看護師採用活動への支援 

◆ (社)宮城県看護協会における研修機能の強化に必要な施設整備 

 

 

 

 

① 救急患者退院コーディネーター事業 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ３５，２０６千円 

（基金負担分 ２８，１４３千円［県北地域 ０千円，県南地域 ２８，１４３千円］， 

国庫補助金分 ７，０６３千円） 

 

 救急医療機関に搬送された患者が，急性期を過ぎた後も救急医療用の病床に入院し続けるこ

•総事業費 １５５，９１８千円                  
（基金負担分 １４８，２０５千円                
［県北地域 ７７，８３７千円，県南地域 ７０，３６８千円］，  
国庫補助金分 ７，０６３千円 ） 

•本県においては，医療機関における救急搬送患者の受入率が全国に比し
て低く，消防機関による搬送先医療機関の選定に時間を要し，救急搬送
時間が全国下位に位置している。 

•その要因として，下記の点が挙げられる。 

•初期救急医療体制が不十分なことによる中核的病院等の過重負担  

•専門領域に限定された当直医の対応 

•後方病床の確保が不十分なことによる慢性的ベッド満床状態 

•このため，救急医療に携わる医師数の増加や対応能力の向上を図るとと
もに，救急医療機関において病状が安定した患者が回復期・慢性期の医
療機関に円滑に転院できるシステムの構築を行う。 

•また，救命救急センター等から遠距離の地域における重症患者の救命率
の向上や，近い将来，高い確率で発生することが予想されている宮城県
沖地震における広域搬送体制を構築するため，ドクターヘリの導入を検
討する。  

•さらに，災害拠点病院指定要件に掲げられた体制整備を図り，災害時の
救急医療体制の構築を行う。 

ウ 救急医療体制の充実・強化 
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とにより，救急医療機関が新たな患者を受け入れることができないというケースが多くなって

いる。 

 このため，円滑な転院や施設間の連携の構築を図るためのコーディネーターを配置し，急性

期を過ぎた患者が救急医療用病床から円滑に転院できる体制を確保し，二次救急医療機関や救

命救急センターにおける患者受入率の向上を図る。 

 なお，本事業の実施に当たっては，宮城県救急医療情報システムの中に既に整備されている

「後方転送支援システム」を積極的に活用するとともに，後方支援入院施設の機能強化を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医師等の救急医療対応力の向上を図るための研修の実施 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 １３，９７３千円 

（基金負担分 １３，９７３千円［県北地域 １３，９７３千円，県南地域 ０千円］） 

 

 本県の救急医療の大きな課題となっている平日夜間の初期救急体制や二次救急医療機関にお

ける患者受入率の向上を図るためには，これらを担う医師等の救急医療に関する知識・技術の

向上等が不可欠である。 

このため，ＢＬＳ（一次救命処置），ＡＣＬＳ（二次救命処置）等の研修に必要な備品を整備

した上で，これら研修を実施する。 

 

③ ドクターヘリの導入検討 

・事業期間は平成２２年度から平成２３年度まで。 

・事業総額 １，９９８千円 

（基金負担分 １，９９８千円［県北地域 ０千円，県南地域 １，９９８千円］） 

 

 本県におけるドクターヘリ導入に向けて，関係者により設置場所や効果的・効率的な運営方

法，搭乗するスタッフの確保等について調査・検討を行う。 

 

④ 災害拠点病院の体制整備 

・事業期間は平成２４年度から平成２５年度まで。 
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・事業総額 １０４，７４１千円 

（基金負担分 １０４，０９１千円［県北地域６３，８６４千円，県南地域４０，２２７千円］） 

 

 災害拠点病院指定要件に掲げられた体制整備を図り，災害時の救急医療体制の構築を図るも

の。 

 

 

 

 

① 周産期・小児医療体制の充実・強化 

・平成２１年度事業開始。 

・事業総額 ４，３１７，１２３千円  

（基金負担分 ３０２，４０１千円［県北地域 ０千円，県南地域 ３０２，４０１千円］，

国庫補助金分 ４１，１７２千円，県負担分 ３，９４１，６９３千円，         

事業者負担分 ３１，８５７千円） 

  

 極低出生体重児や様々な疾患を有する小児への対応等の高度で専門的な機能については，

地域ごとに整備することが難しいため，これらの機能を有する拠点的な施設の機能の強化を

図りながら，各地域への支援を行っていく。 

◆ 総合周産期母子医療センターである仙台赤十字病院や，地域周産期母子医療センターで

あり東北唯一の小児専門病院でもある宮城県立こども病院の機能の強化に必要な設備整備

等に対して補助を行うとともに，救急処置を必要とする救急患者が迅速に適切な医療機関

に搬送されるよう東北大学病院及び仙台赤十字病院に周産期救急搬送コーディネーターを

配置する。 

◆ 本県においては，ＮＩＣＵ退院後も常時呼吸管理の必要な重症児に対しては，慢性呼吸

管理病棟（ハイケアユニット）を有する拓桃医療療育センターが中心となり，慢性期のリ

ハビリテーション医療を提供している。今後，拓桃医療療育センターの機能を強化し，常

時呼吸管理を必要とする重症児の在宅移行を支援する。 

◆ 極低出生体重児に対する継続支援と臨床研究を行うセンターの運営に対して補助を行う。 

 

•総事業費 ４，３１７，１２３千円               
（基金負担分 ３０２，４０１千円               
［県北地域 ０千円，県南地域 ３０２，４０１千円］，      
国庫補助金分 ４１，１７２千円，県負担分 ３，９４１，６９３千円，   
事業者負担分 ３１，８５７千円） 

•本県においては，ＮＩＣＵの病床数が不足している上，長期入院児がい
ることにより慢性的に満床状態となっており，新規受入れに支障が生じ
ている。 

•このため，全県的な見地から高度で専門的な周産期医療施設の充実・強
化等を図るととともに，ＮＩＣＵ長期入院児の円滑な転院や在宅移行を
推進する。 

エ 周産期・小児医療体制等の充実・強化 
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① 在宅医療の推進事業 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ６８，９０１千円 

（基金負担分 ６５，４７１千円［県北地域 ０千円，県南地域 ６５，４７１千円］）  

 

 地域の中核病院と連携して術前及び退院後の口腔ケアや在宅歯科診療を推進するとともに，

在宅医療を支援する基幹薬局の体制整備を県内１～２箇所でモデル事業として実施する。 

 

 

 

① 宮城県立がんセンターの機能強化 

・事業期間は平成２２年度以降。 

・事業総額 １，７９０，２０８千円 

（基金負担分 ４０，０００千円［県北地域 ０千円，県南地域 ４０，０００千円］， 

県負担分 １，７９０，２０８千円） 

  

宮城県立がんセンターに高度な放射線治療装置を整備する。 

 

•総事業費 ６８，９０１千円                  
（基金負担分 ６５，４７１千円                
［県北地域 ０千円，県南地域 ６５，４７１千円］） 

•高齢化の進展に伴い，長期間在宅で療養する患者が増えており，在宅医
療体制の充実が求められている。そのため，県歯科医師会及び県薬剤師
会と連携してモデル的に在宅医療推進の取組を行う。 

オ 在宅診療の充実 

 

 

•総事業費 １，８０７，４５８千円               
（基金負担分 ４８，６２８千円                 
［県北地域 ０千円，県南地域 ４８，６２８千円］，        
国庫補助金分 ８，６２８千円，県負担分 １，７５０，２０８千円） 

•がんは県民の死因の第一位の疾病であり，がんに罹患する人及びがんで
死亡する人は今後とも増加すると見込まれていることから，がん医療体制
の充実が求められている。このため，県がん診療拠点病院として高度な診
療機能を担っている宮城県立がんセンターの機能を整備する。 

•新型インフルエンザについては，感染者の拡大と重症患者の増加が見込
まれており，これらに備えた診療体制の整備が求められている。インフル
エンザ等感染症の診療には，患者受入医療機関における院内感染防止対策
が重要であることから，対策のために各医療機関が行う施設・設備の整備
を支援する。 

カ がん診療機能の充実とインフルエンザ等感染症対策の推進 
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② 新型インフルエンザ等患者受入医療機関の施設・設備整備支援 

・事業期間は平成２１年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 １７，２５６千円 

（基金負担分 ８，６２８千円［県北地域 ０千円，県南地域 ８，６２８千円］， 

国庫補助金分 ８，６２８千円） 

 

新型インフルエンザ等患者受入医療機関が行う施設整備や個人防護具を含む設備整備に対

して補助を行う。 
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(2) 県北地域で取り組む事業  

 

 

 

① 救急医療体制の充実 

  ・平成２１年度事業開始。 

  ・事業総額 ９２３，１１５千円 

（基金負担分 ６５５，３００千円，事業者負担分 ２６７，８１５千円） 

 

二次救急医療体制を充実するため，佐沼病院の救急センター整備や栗原中央病院の機器整備

及び医師等に対する研修の実施などに要する経費を補助する。 

また，県北地域の三次救急医療を担っている大崎市民病院救命救急センターの機器整備に要

する経費を補助する。 

 

② 周産期医療体制の充実 

  ・事業期間は平成２１年度から平成２５年度まで。 

  ・事業総額 １６７，９３９千円（基金負担分 １６７，８９４千円） 

 

県北地域における産科セミオープンシステム構築の一環として，栗原中央病院に妊婦健診外

来を設置することとし，それに必要な設備の整備や職員研修に係る経費を補助する。また，地

域周産期母子医療センターである大崎市民病院の機能強化のため，機器整備に対して補助を行

い，県北地域の周産期医療の充実を図る。これにより，県北地域の産科セミオープンシステム

の利用者を平成２０年度に比して倍増させる。 

 

③ 回復期リハビリテーションの体制整備 

  ・平成２２年度事業開始。 

  ・事業総額 ３２８，６３２千円 

（基金負担分 ９５，２５２千円，事業者負担分 ２３３，３８０千円） 

 

急性期を過ぎた患者の受け皿である回復期リハビリテーション病棟については，二次医療圏

単位に整備することとし，登米医療圏及び栗原医療圏は未設置となっていることから，佐沼病

院及び栗原中央病院の病棟の設置に必要な施設・設備の整備やスタッフの確保に要する経費を

•総事業費 １，４７７，５５４千円               
（基金負担分 ９７４，５１２千円，事業者負担分 ５０３，０４２千円） 

•県北地域で特に深刻な状況である救急医療及び周産期医療等について，
県北地域内での医療提供体制の完結を目指した取組を行う。 

•また，急性期を過ぎた患者が引き続き適切な医療を受けられる体制を構
築するため，回復期リハビリテーション病棟や在宅医療体制の整備を行
う。 

ア 救急医療及び周産期医療等の体制整備 
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補助する。 

 

④ 在宅医療の充実 

  ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

  ・事業総額 ５７，８６８千円（基金負担分 ５６，０６６千円） 

 

登米医療圏における在宅医療の充実を図るため，訪問看護ステーションを再編・整備するこ

ととし，再編に必要となる施設・設備等の整備に対して補助を行う。これにより，登米医療圏

における訪問看護利用患者数を平成２５年度に２６，４８６人（平成２０年度現在延べ１８，

３６５人）に増加させる。また，栗原医療圏で栗原中央病院等が訪問診療等を実施する際に必

要となる備品の整備に対して補助を行う。 

 

 

 

① 医師等の就労環境の整備 

  ・平成２１年度事業開始。 

  ・事業総額 １９２，０５３千円 

（基金負担分 ３５，４２３千円，事業者負担分 １５６，６３０千円） 

 

女性医師等の働きやすい環境を整備し，離職防止・復職支援に取り組むため，佐沼病院，栗

原中央病院及び大崎市民病院における院内保育所の２４時間運営に係る経費等を補助する。ま

た，勤務医の過重労働の解消及び負担軽減のため，佐沼病院において医師の増員及び医師事務

作業補助者の育成を図るとともに，日曜診療を実施する登米診療所に新たに医師事務作業補助

者を配置する経費を補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

•総事業費 １９２，０５３千円                  
（基金負担分 ３５，４２３千円，事業者負担分 １５６，６３０千円） 

•病院勤務医等の過重労働を改善するとともに，医師等のための就労環境
の整備などを行い，安定して医療を提供するための勤務環境作りを進め
る。 

イ 勤務医等の確保 
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① 登米医療圏における医療機関の再編整備に必要な施設・設備の整備等 

  ・平成２１年度事業開始。 

  ・事業総額 ７９３，８８７千円 

（基金負担分 ７６９，２８７千円，事業者負担分 ２４，６００千円） 

 

登米医療圏においては，深刻な医師不足や建物の耐震問題などにより，地域医療提供体制の

維持が困難な状況となったことから，市立病院を再編し，現在の４病院３診療所体制を平成

２３年４月までに２病院５診療所体制に移行することとしている。 

この医療機関の再編を着実に進めるため，下記の取組などに対して補助を行う。 

◆ 登米診療所の新築 

◆ 上沼診療所の新築及び設備整備 

◆ よねやま病院への人工透析機能の集約化に伴う改修及び設備整備 

◆ 豊里病院の施設改修 

◆ 佐沼病院の地域医療連携センター整備 など 

•総事業費 ７９３，８８７千円                 
（基金負担分 ７６９，２８７千円，事業者負担分 ２４，６００千円） 

•深刻な医師不足に見舞われている登米医療圏において，持続的・安定的
に地域医療を提供できるよう，自治体病院の再編を行い，効率的な医療
提供体制を構築する。 

エ 医療機関の再編推進  
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７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると想定される事業は次のと

おりである。 

ただし，県の財政状況や地域医療を取り巻く環境の変化等に応じて見直し等を行っていく。 

 

《県全体で取り組む事業》 

① 宮城県医師育成機構の運営 

・単年度事業予定額 ２，０００千円 

② 地域医療研修センターの運営 

 ・単年度事業予定額 ２０，０００千円 

③ 医学生を対象とする奨学金の拡充 

 ・単年度事業予定額 １２５，０００千円 ※ただし，金額は年度によって変動する。 

④ 地域医療現場医師，地域医療を志す医学生，臨床研修病院等のネットワーク構築 

 ・単年度事業予定額 １，０００千円 

⑤ 女性医師支援事業 

 ・単年度事業予定額 １，０００千円 

⑥ 救急患者退院コーディネーター事業の実施 

 ・単年度事業予定額 ７，２００千円 

⑦ 周産期救急搬送コーディネーター事業の実施 

・単年度事業予定額 １７，４７２千円 

⑧ 極低出生体重児に対する一括評価と要支援児に対する継続支援を行うセンターの運営 

 ・単年度事業予定額 ２０，０００千円 

 

《県北地域で取り組む事業》 

① 女性医師等の離職防止及び再就職の促進（佐沼病院，栗原中央病院，大崎市民病院における院

内保育所の運営等） 

・単年度事業予定額 ５０，７００千円 

② 医師事務作業補助者の雇用（登米診療所） 

・単年度事業予定額 １，２００千円 

③ 患者輸送バスの運行（登米市） 

・単年度事業予定額 ６，０００千円 

④ 地域医療連携室の運営（登米市） 

・単年度事業予定額 １５，０００千円 

⑤ 医療スタッフの確保（佐沼病院，栗原中央病院） 

・単年度事業予定額 １４７，０００千円 ※計画期間中に新たに確保する医師の人件費 

地域医療再生計画が終了し，地域医療再生基金が無くなった後においても，５に掲げる目標を

達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業について

は，平成２６年度以降も，引き続き実施していくこととする。 
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８ 計画の策定及び進行管理 

 

 本計画の策定に当たっては，平成２０年４月に公示した「宮城県地域医療計画」に示された本県

の現状・課題や二次医療圏ごとの機能分化及び連携の在り方，４疾病５事業の医療提供体制の方向

性等を基本としながら，平成２０年度に各自治体等が策定した「公立病院改革プラン」や県内の関

係機関・団体からの事業計画の提案の内容を踏まえながら，対象地域の選定及び計画内容の検討を

行った。 

また，これらの検討に当たっては，医療法第３０条の１２の規定に基づいて設置している宮城県

地域医療推進委員会を開催し，その意見を聴きながら進めてきた。 

 

《計画の策定経過》 
 

平成２１年 ７月１６日 関係機関・団体に対する説明会開催 

７月中 関係機関・団体から事業計画の募集（５０機関・団体から１４８事業） 

８月１７日 第１回地域医療推進委員会開催 

・計画対象地域の選定について 

９月２５日 第２回地域医療推進委員会開催 

・計画（中間案）について 

１０月１４日 計画（案）の決定 

 

 

 今後，本計画に示された様々な事業を確実に実行し，目指す目標を達成するには，その計画全体

の進捗状況を適時確認しながら，それを踏まえた適切な事業の実施や事業間の相互調整を行うなど，

適切に対応する必要がある。 

このため，県において定期的に施策の進捗状況を把握・点検するとともに，その結果については

広く情報公開し，関係機関・団体や県民の理解・協力を得ながら，目標達成を目指していく。 

また，宮城県地域医療推進委員会において，専門的な見地から各事業の効果的・効率的な推進方

策の検討や進捗状況の評価を行うとともに，地域においては，医師会，歯科医師会，薬剤師会，医

療機関，行政等の関係者から構成されている地域医療対策委員会等の場を活用して，各事業の積極

的な推進に向けた合意形成や具体的な実施方法の検討を行っていく。 

 

※ 計画の策定及び進行管理に要する経費 

  ・事業期間は平成２１年度から平成２５年度まで。 

  ・事業総額 ５，７９９千円 

（基金負担分 ５，７９９千円［県北地域 ０千円，県南地域 ５，７９９千円］） 



 25 

宮城県地域医療推進委員会委員名簿 

 

         （敬称略） 

種    別 所属・役職 氏  名 備 考 

特定機能病院（東北大学病院）の管理者 東北大学病院長 里 見   進 副委員長 

地域医療支援病院の管理者 みやぎ県南中核病院長 内 藤 広 郎  

公的医療機関の管理者 栗原市立栗原中央病院長 小 泉   勝  

    〃 登米市立佐沼病院長 石 井   洋  

    〃 気仙沼市立病院長 遠 藤   渉  

臨床研修病院の管理者 大崎市民病院長 太 田 耕 造  

    〃 石巻赤十字病院長 飯 沼 一 宇  

大学その他の医療従事者の養成に関する機関 東北大学大学院医学系研究科教授 本 郷 道 夫  

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター院長 菊 地   秀  

地域の医療関係団体 宮城県医師会長 伊 東 潤 造 委員長 
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はじめに 

 

本県の医療提供体制は，医療施設や医療従事者が仙台市内に集積している一方で，他の地域では

これらが不足しているなど，医療資源の偏在が顕著となっている。このため，仙台医療圏以外の二

次医療圏における入院患者の受療動向（平成１８年度）をみると，仙台医療圏に１０％～３０％程

度依存しているなど，住民が身近な地域で必要な医療を十分に受けられず，また，仙台医療圏（特

に仙台市内）の医療機関の負担が増大している状況にある。 

宮城県の地域医療を再生するためにまず必要なことは，医師不足及び偏在への処方箋であること

から，県内唯一の医師養成機関である東北大学，県医師会，医療機関と連携して｢宮城県医師育成機

構｣を設立し，全県的な視野における医師の循環的配置，医師のキャリア設計に応じた魅力的なプロ

グラムの提示，医師が必要とする再教育や研修の提供，就労環境の整備等を行う。これらにより，

医師が地域医療に貢献しながらも各自のキャリア設計を実現できる体制を作り，県全体として医師

の定着を図ることとする。 

次に，今後の地域医療再生のモデルとなりうる２医療圏を選定した。一つ目の地域は，仙台の北

部に位置する登米医療圏である。登米医療圏は県内で最も医師不足が深刻な地域で，全国平均の半

数以下の医師数に留まっており，夜間の救急医療体制の確保や周産期医療体制の確保が困難となっ

ている。また，地域においては高齢化が進んでいることから，回復期や在宅医療への需要が増大し

ている。このような登米医療圏の再生を図るため，自治体病院を再編・ネットワーク化することで

医療資源を集約する。その上で，急性期医療については｢県北地域｣の大崎医療圏・栗原医療圏と連

携することとし，亜急性期・回復期・在宅医療を登米医療圏内で重点的に整備することとした。 

二つ目の地域は，仙台の南部に位置する仙南医療圏である。仙南医療圏には２つの中核的な病院

が近接して存在するが，それぞれの経営母体が異なることから，両病院が独自に救急医療に取り組

むなど，機能分担が不十分な状況にある。また，圏域内に初期救急医療体制が整備されていないた

め，両病院がそれぞれ初期及び二次救急を担っており，勤務医の疲弊を招いている。このような仙

南医療圏の再生を図るため，一方の病院に救命救急センターを設置して三次救急を確保するととも

に，他方の病院は二次救急の役割のほかに回復期医療を担うなど，機能分担を推進することとした。

また，仙南医療圏のみならずその近傍の地域を含め，郡市医師会の協力を得て診療所医師による出

務型初期救急医療体制を構築することで，｢県南地域｣において初期から三次までの救急医療体制の

完結を図ることとした。 

 

以上のように，宮城県の地域医療再生計画の対象地域は，深刻な医師不足の解消を図る登米医療

圏を中心とした「県北地域」と，救急医療体制の完結を図る仙南医療圏を中心とした「県南地域」

である。また，全県を対象とするようなより高次な機能を有する医療機関の整備等については，「県

全体を対象とした事業」に位置づけて計画に盛り込むことにより，計画対象地域における目標の達

成を支援するものである。 
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宮城県における地域医療再生計画の計画対象地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気仙沼医療圏 

仙台医療圏 

仙南医療圏 

登米医療圏を中心とした 

「県北地域」 

仙南医療圏を中心とした 

「県南地域」 

登米医療圏 

大崎医療圏 

栗原医療圏 

石巻医療圏 
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• ｢宮城県医師育成機構｣の設置 
•県，大学，医師会，医療機関が一体となって，医師の全県循環的配置を推進 

•スキルズラボの利用拡大等による医師再教育システムの構築 

•｢いつでも，どこでも保育｣を可能にする女性医師支援センターの設立 

•自治医科大学卒業医師やドクターバンク医師と東北大学関連医師等とのネット
ワーク構築 

• 医学生を対象とする奨学金の拡充 
•｢宮城県医師育成機構｣と連動して，中核病院等への計画的配置 

全県的取組による医師不足の解消 

• 自治体病院の再編による医療資源の集約 
•４病院３診療所（５０１床）から２病院５診療所（３２７床）へ集約化 

•二次救急から回復期までの医療を切れ目なく提供            
（市立佐沼病院に救急センターと回復期リハ病棟設置） 

•在宅医療の充実                           
（市立５診療所を在宅療養支援診療所化，訪問看護ステーションの体制強化） 

• 他圏域との連携強化・ネットワーク化 
•三次救急及びハイリスク分娩は大崎医療圏へ                       
（大崎市民病院の救命救急センター及び周産期部門の機能強化） 

•隣接圏域（大崎・栗原）の中核病院との患者情報の共有 

医師不足が深刻な登米医療圏（県北地域）の再生 

• 機能分化と連携強化による救急医療体制の構築 
•三次救急医療体制の整備                       
（みやぎ県南中核病院に地域救命救急センターの設置） 

•郡市医師会との連携で，平日夜間の初期救急医療体制を整備        
（仙南医療圏及び周辺地域） 

•回復期医療体制を整備して患者の流れを円滑化             
（公立刈田綜合病院に回復期リハ病棟設置） 

•２病院間に患者情報供覧システムを整備し，連携強化 

救急医療体制の完結を図る仙南医療圏（県南地域）の再生 

宮城県の地域医療再生計画の概要 
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１ 対象とする地域 

本地域医療再生計画においては，仙南医療圏を中心とした地域を「県南地域」として対象地域と

する。 

 

(1) 対象地域選定の理由 

 

仙南医療圏には，みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院という２つの中核的な病院があるが，

距離的に近接している中で，機能分化と連携が不十分である。このため，医療資源が分散して非

効率となっており，医師が疲弊するとともに，住民の医療ニーズに十分に対応できない状況とな

っている。 

また，圏域内に救命救急センターがなく，周産期医療体制等も必ずしも十分ではないため，平

成１８年度における入院受療の自圏域依存率が６９．４％と県内の二次医療圏の中で登米医療圏

に次いで低く，仙台医療圏に大きく依存している状況にある。 

このようなことから，本県において均衡の取れた地域医療提供体制を構築するためには，本圏

域を対象地域とし，地域医療再生の取組を行う必要がある。 

なお，仙南医療圏の東部に位置する旧岩沼医療圏（名取市，岩沼市，亘理町，山元町）は，行

政機関同士の交流が行われ，相互の患者の流れも見られる。また，『宮城県消防広域化推進計画』

（平成２０年１２月）では，仙南医療圏とともに「県南ブロック」と位置づけられ，これが実現

すれば救急搬送の面で一体化が図られることになる。このため，計画の策定に当たっては，当地

域との連携に十分留意することとする。 

 

（２）地域の概況  

 

仙南医療圏は，１，５５１平方キロメートル，人口１８万人を有し，また，交通の便が悪い中

山間地域を含んでいる地域である。 

圏域内には，みやぎ県南中核病院（３００床）と公立刈田綜合病院（３１７床）を含めて，１３病

院（うち３病院は精神科を有する病院）が所在している。 

なお，旧岩沼医療圏には東北地方の中でも最大規模の分娩数となっているスズキ記念病院や県

がん診療連携拠点病院である宮城県立がんセンター，本県の精神医療の基幹病院である宮城県立

精神医療センターなど１０病院があり，仙南医療圏からの患者の受入れを行っている。 

 

 

２ 地域医療再生計画の期間 

本地域医療再生計画は，平成２２年１月８日から平成２５年度末までの期間を対象として定める

ものとする。 
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３ 現状の分析 

〔医師数〕 

  平成１８年１２月末現在の医師数は２５９人となっており，平成１２年の１８５人からは増

加しているものの，人口１０万人対では１３６．４人であり，県平均の２０８．７人，全国平

均の２１７．５人と比べ，極めて低い水準となっている。 

  診療科別でみると，内科医は６４人，外科医は３３人，小児科医は１３人，産婦人科医は９人，

リハビリテーション科医は０人である。 

  診療所に従事する医師数は１０４人で，全医師数の４０％にあたる。平成１２年の数より

１５人増加しているものの，その割合は８％減少している。 

 

〔医療従事者数〕 

  圏内における就業看護師数は，平成１８年１２月末現在で７４２人となっており，平成１２年

の４４８人からは増加している。一方，人口１０万人対では，３９０．８人であり，県平均の

５８３．４人，全国平均の６３５．５人と比べ，大きく下回り，県内の二次医療圏の中で最低

となっている。 

 

〔医療提供施設〕 

  平成２１年３月末における療養病床及び一般病床の既存病床数が１，３１１床であり，基準

病床数が１，４０９床であることから，病床非過剰地域となっている。 

  病院数は，平成２１年４月現在１３機関であり，平成１３年１０月の１４機関と比較して，

１機関減少している。 

  一般診療所数は平成２１年４月現在１１１機関で，平成１３年１０月の１０９機関と比較し

て，若干増加している。そのうち有床診療所は１６機関となっている。 

  在宅医療に関する一般診療所の状況は以下のとおりである。 

１ 平成１８年度宮城県医療機能調査によると，在宅患者訪問診療に対応可能な一般診療所

は１８機関である（調査対象機関の１７％）。 

２ 在宅療養支援診療所について（平成２１年６月１日現在） 

（ア）在宅療養支援診療所 ６機関 

（イ）在宅時医学総合管理料１を算定している診療所 ４機関 

（ウ）在宅末期医療総合診療料を算定している診療所 ４機関 

  薬局数は，平成２１年３月現在９３機関で，平成１６年３月の９１機関と比較して，２機関

増加している。また，薬局における施設基準届出の状況は以下のとおりである。 

１ 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出をしている薬局 ３８機関 

２ 中心静脈栄養等に用いられる無菌製剤処理加算を算定している薬局 なし 

３ 麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬小売業者」の免許（※）を取得している薬局 

５５機関 

※ がん疼痛緩和に使用されるモルヒネ等の医療用麻薬を処方せんにより調剤・販売を行う

のに必要な免許 

  平成２０年度の診療報酬改定により新設された「在宅療養支援歯科診療所」の届出診療所数

は，平成２１年６月時点で６機関であり，歯科診療所数全体の８．０％である。 
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〔医療連携体制〕 

  初期救急医療については，在宅当番医制が休日の日中に実施されており，二次救急医療は，

みやぎ県南中核病院及び公立刈田綜合病院の病院群輪番制で対応している。また，三次救急医

療については，救命救急センターが圏域内にないため，重篤な救急患者は仙台医療圏等の救命

救急センターに搬送して対応している。 

  平成２０年８月現在の仙南医療圏における分娩取扱医療機関は７機関であり，平成１１年と

同数である。 

  平成２１年６月時点の仙南医療圏における亜急性期入院医療管理料の届出医療機関は１のみ

であり，回復期リハビリ病棟入院料の届出医療機関は無い状況にある。 

  平成２１年６月時点の仙南医療圏における地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退

院時指導料の届出医療機関は無い状況にある。 

 

〔受療の動向〕 

  仙南医療圏内に居住する患者が圏域内で受療する割合（自圏域依存率）は，外来受療で

８４．６％，入院受療で６９．４％となっている。特に，入院受療の依存率は，県内７医療圏

のうち６番目の水準となっており，３０．５％の入院患者は仙台医療圏で受療している。この

うち，１３．２％は旧岩沼医療圏で受療しており，仙南医療圏の市町の中には，２４．１％の

入院患者が旧岩沼医療圏で受療しているところがある。 

  平成２０年の救急搬送受入人員数は６，４５８名であり，このうち，みやぎ県南中核病院が

２，９２１人，公立刈田綜合病院が１，１７３人となっている。また，仙南医療圏では９１３人

（１４．１％）が仙台医療圏に搬送されている。 

  救急要請（覚知）から医療機関の受入れまでの平均所要時間をみると，仙南医療圏では

３８．９分であり，県内平均３６．４分より長くかかっている。 

  産科・産婦人科を受診している入院患者の医療圏別依存率をみると，仙南医療圏に居住する

患者の１７．０％が旧岩沼医療圏で受療しているとともに，旧岩沼医療圏に居住する患者の

１７．９％が仙南医療圏で受療している状況にある。 

  リハビリテーション医療における入院患者の自圏域依存率は５６．９％であり，４３．１％

が仙台医療圏で受療している状況にある。 
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４ 課 題 

 

  地域の中核的な病院であるみやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院との機能分化・連携が不

十分であり，当地域における効率的な医療提供体制を構築するためには，その改善を図ること

が急務となっている。 

  救急医療については，平成２０年において救急搬送人員の１４％が仙台医療圏に搬送されて

いるとともに，覚知から医療機関受入れまでの所要時間が長いことから，未整備となっている

三次救急機能を整備するとともに，身近な地域において初期・二次の救急医療を提供できる体

制の整備が必要である。 

  救急・周産期医療については，仙南医療圏と旧岩沼医療圏との間で圏域を超えた患者の受療

動向が見られ，このことを踏まえた体制の整備が必要である。 

  リハビリテーション医療については，半数近い患者が仙台医療圏で受療している状況にある

ことから，回復期リハビリテーション病棟の整備が求められる。 

  在宅医療については，その提供体制の充実が求められる中にあって，在宅医療に取り組む薬

局や歯科診療所の充実が必要である。 

  仙南医療圏では，人口１０万人当たりの医師数が県や全国の値を大幅に下回り，就業看護師

数についは県内最低となっている。 

  限られた人的資源を有効に活用するためには，就労環境の整備が重要であり，特に，増加し

ている女性の医療従事者の離職を防ぎ，復職を促すため，出産・育児との両立が可能となるよ

うな支援体制の構築が求められる。 
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５ 目 標（平成２５年度末まで） 

 

〔みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院との機能分化・連携の強化〕 

みやぎ県南中核病院は三次救急等の機能を，公立刈田綜合病院は二次救急医療，回復期リハビリ

テーション，人工透析，呼吸器・感染症の機能を重点的に整備する。 

 

〔みやぎ県南中核病院〕 

  仙南医療圏における三次救急機能の整備を図るため，圏域内に未設置となっている地域救命救

急センターを設置する。 

 

〔公立刈田綜合病院〕 

  二次救急医療を担うため，救急医療部門を強化して患者の受入れの充実を図る。 

  病院の一部機能を転換して回復期リハビリテーション機能を担う病院とすることで，仙南医療

圏のリハビリテーションの必要な入院患者のうち，圏域で受療する割合を８割以上とする。 

  近年増加傾向にある人工透析患者に対応するため，公立刈田綜合病院の受入体制を強化するこ

とで，年間の患者数を２割増やす。 

  新型インフルエンザを含めた感染症に対応するため，第二種感染症指定医療機関として患者受

入れの充実を図る。 

 

〔両病院間の連携の強化〕 

  みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院に患者情報の供覧システムを構築することにより，両

病院間の連携を強化するとともに，診療に活用することで質の高い地域医療を実現する。 

 

〔救急・周産期医療体制の整備〕 

  救急医療については，周辺地域も含め，初期・二次・三次の救急医療体制を明確に体系化して

整備する。具体的には，地域の開業医及び中核的病院等の協力により軽症患者に対応するととも

に，入院を要する救急患者については，公立刈田綜合病院等の二次救急医療機関の機能を強化す

ることにより，両病院が受け入れる。また，三次救急医療についてはみやぎ県南中核病院に地域

救命救急センター等を整備することで対応する。 

これにより，救急搬送時間を県平均に近づける。 

  周産期医療については，仙南医療圏の分娩の多くを担っているスズキ記念病院の機能を強化す

ることで，仙南医療圏の産科，産婦人科の患者のうち，仙南医療圏及び旧岩沼医療圏の医療機関

で受療する割合を９０％以上とする。 

 

仙南医療圏の最大の課題であるみやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院の機能分化・連携の強

化を推進する。 

また，圏域全体として急性期から回復期，慢性期に至るまで切れ目のない医療を提供できるよ

う，周辺地域を含めた関係医療機関等の機能の充実を図ることにより，住民が身近な地域で安心

して医療を受けられる体制を構築する。 
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〔医療従事者の確保について〕 

  女性医療従事者の多様な働き方を支援する仕組みを構築し，離職防止及び再就職の促進を図り，

女性医療従事者の割合の向上を図る。 
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６ 目標達成のための具体的実施内容 

 

(1) 県全体で取り組む事業  

 

 

 

①「宮城県医師育成機構」の設置・運営 

   ・平成２２年度事業開始。 

   ・事業総額 ２０５，１６４千円 

（基金負担分 １４３，７３９千円［県北地域 １４３，７３９千円，県南地域 ０千円］） 

 

 

 

 宮城県内の医師養成機関は東北大学だけであり，これまで医師の派遣や調整は東北大学が担

ってきたが，初期臨床研修制度の改変を契機として医師の派遣体制に変化がみられ，地域医療

を担う自治体病院や公的病院の医師不足が大きな問題となっている。 

医師確保の取組として，宮城県は自治医科大学卒業医師の県内配置を図るとともに，医学生

に奨学金を貸与して，卒業後の県内自治体病院への勤務を誘導してきた。また，転職を希望す

る医師に対してはドクターバンク事業やドクターキューピット事業等を展開し，県内自治体病

院への勤務を促進してきた。今後，これらの医師が増加することから，県内在住の東北大学関

連医師等とのネットワーク化が求められている。 

このため，東北大学，県医師会，医療機関及び宮城県が連携して，医師のキャリア設計に応

じた魅力あるプログラムを提示するとともに，県内にバランスよく医師を配置する仕組みを構

築するため，｢宮城県医師育成機構｣を設置する。 

｢宮城県医師育成機構｣は県が事務局を務め，｢循環的医師配置推進委員会｣において医師の需

要に応じた全県的配置を実践し，「養成プログラム研究開発委員会」において専門医等の養成プ

ログラムの開発を行うとともに，「キャリア設計研究開発委員会」において医師がそれぞれのス

テージにおいて希望するキャリア実現のために必要な研修や再教育を提供する。また，女性医

師支援センターの設置など，医師が長く働き続けることができるように勤務環境を整備する。 

 こうした取組によって，宮城県を医師にとって魅力ある県に変革し，医師の県内定着率を高

め，医師不足が深刻な県北地域の問題を解消する。 

 

 

•総事業費 ８９０，９６０千円                 
（基金負担分 ７８１，６５３千円               
［県北地域 ６３９，０６９千円，県南地域 １４２，５８４千円］） 

•宮城県は東北大学・県医師会・医療機関と連携して「宮城県医師育成機
構」を設置し，医師の養成，循環的配置，県内在住医師のネットワーク
化を図り，本県における医師の絶対数の不足及び地域や診療科による医
師の偏在を是正する。 

ア 東北大学等と連携した医師確保等対策 

※今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。 

なお，財源とすべき基金余剰額が不足し，上記の基金負担額に満たないこととなった場合は，都道府県負担により事業を実施する。 
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② 医療人養成に対応する地域医療研修センター整備・運営 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １８８，０６６千円 

（基金負担分 １４２，５８４千円［県北地域 ０千円，県南地域 １４２，５８４千円］） 

 

 ｢宮城県医師育成機構｣と連動して，県内在住医師・看護師・助産師等の医療技術の向上を図

るとともに，医療従事者の復職やキャリア変化に向けた研修や再教育等を担う。 

 具体の事業としては，東北大学に近接して存在する既存施設を改修し，臨床技術のシミュレ

ーション・トレーニングを行うスキルズラボを整備し，インストラクター（医師及び臨床工学

技師）を配置してトレーニング効果を高めるものとする。また，東北大学の専門医等による研

修なども実施する。 

 なお，同センターのスキルズラボは，仕事を終えた医療従事者が夜間に通えるように運用す

るなど，利便性を重視する。 

 

③ 救急・周産期・感染症等の専門分野の研究及び専門医の養成等を担う寄附講座の設置等 

・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。 

・事業総額 ２９９，９００千円 

（基金負担分 ２９９，９００千円［県北地域，２９９，９００千円，県南地域 ０千円］） 

 

救急医療については，既存の救命救急センターから遠距離の地域における新たな地域救命救

急センターの設置やドクターヘリの導入検討を行うことにしているが，これらの実施に当たっ

ては，救急科専門医の増加が必要不可欠である。 

また，周産期医療については，産科，小児科（新生児），麻酔科等が関わることになるが，こ

れらの分野の医師はいずれも不足している状況であり，特に都市部以外の地域では確保が困難

であることから，これらの知識・技術を総合的に身に付けた人材である「周産期総合診療医」

の育成が求められている。 

さらに，新型インフルエンザ等の感染症は，特定の疾患や年齢層の患者にとっての脅威であ

るのみならず，すべての県民にとっての危機でもあるので，行政と専門家及び臨床医が一体と

なって危機管理を実践するため，｢感染症危機管理地域ネットワーク｣の構築が求められている。 

このため東北大学における寄附講座の設置等により，救急・周産期・感染症等の専門分野の

最先端の医療や研究を行うとともに，専門医の養成及び県内医療機関への配置を行う。 

 

④ 医学生を対象とする奨学金の拡充 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １９２，０４３千円 

（基金負担分 １８９，６４３千円［県北地域 １８９，６４３千円，県南地域 ０千円］） 

 

本県では，平成１９年度の「緊急医師確保対策」及び平成２０年度の「経済財政改革の基本

方針２００８」に基づき，地域医療に従事する医師確保のために県と東北大学とが連携して医

学部入学定員増に取り組み，平成２１年度から同大学の医学部定員が１０人増員されている。
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また，「経済財政改革の基本方針２００９」に基づく医学部入学定員増についても同大学と連携

して取り組み，平成２２年度から地域の医師確保のため７人増員する計画である。 

県は，これらの定員増に対応し，かつ，｢宮城県医師育成機構｣と連動する施策として，大学

生を貸与の対象とする新たな奨学金制度（県が指定する医療機関で所定の期間勤務することを

条件に返還を免除するもの。）を設け，この奨学金には増員された東北大生への貸与枠（貸与期

間は，医学部３～６学年次の４年間を基本とする。）を設定する。 

当該貸与枠については，平成２１年度に入学した１０人が３学年になる平成２３年度から募 

集を開始することとなり，奨学金利用者の確保に関しては，東北大学が地域医療に関する研修

プログラムを１～２学年次から充実させ，地域医療への熱意と適性を有する学生を早期に把握

した上，当該学生が３学年に進級する段階で進路指導や奨学金利用に関する助言等を行うなど

の方法で県に協力する。 

なお，本県では，平成１７年度から平成２１年度まで大学生，研修医（初期研修・専門研修）

及び大学院生を対象とした奨学金等事業を実施してきたため，既に貸与決定済みの分は平成

２２年度以降も県の自主財源で対応する。 

 

⑤ 医師を志す高校生支援 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ５，７８７千円 

（基金負担分 ５，７８７千円［県北地域 ５，７８７千円，県南地域 ０千円］） 

 

 

 

 本県の高等学校からの医学部入学者の絶対数を増加させるとともに，将来，地域医療に従事

する志を高めるため，医学部志望の高校生を対象として，医師の仕事についての理解を深め，

かつ，医師を目指す高校生の連帯感を醸成する事業を推進する。 

 具体の事業としては，合同学習合宿，医学部の講義体験・病院見学及び医学部受験支援講座

等を東北大学及び自治体病院等の協力を得て実施する。 

 

 

 

 

① 地域医療現場医師のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １，１３０千円 

（基金負担分 １，１３０千円［県北地域 ０千円，県南地域 １，１３０千円］) 

•総事業費 ８２，４０４千円                  
（基金負担分 ７８，３４９千円                
［県北地域 ９，０００千円，県南地域 ６９，３４９千円］） 

•県が事業主体となり，本県の地域医療を担う医療従事者の確保・育成に
資する事業を展開する。 

イ 東北大学関連以外の医療従事者確保等対策 

※今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。 

なお，財源とすべき基金余剰額が不足し，上記の基金負担額に満たないこととなった場合は，都道府県負担により事業を実施する。 
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 県の医師確保対策事業によって，自治体病院等で地域医療に従事している自治医科大学卒業

医師，ドクターバンク医師，奨学金貸与医師等のモチベーションを持続させ，また，各事業終

了後における地域定着を図るため，東北大学や地元の診療所とのネットワーク組織を設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，研修・交流会の開催等とする。 

 

② 地域医療を志す医学生のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ２，３９６千円 

（基金負担分 ２，３９６千円［県北地域 ０千円，県南地域 ２，３９６千円］） 

  

県が自治医科大学で育成している医学生及び県の奨学金貸与を受けた医学生が本県の地域医

療について理解を深めることができるよう，各施策の壁を超えた医学生のネットワーク組織を

設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，研修・交流会（地域医療の現場見学等）の

開催，本県の地域医療に関する情報提供等とする。 

 

③ 臨床研修病院等のネットワーク構築 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ８６５千円 

（基金負担分 ８６５千円［県北地域 ０千円，県南地域 ８６５千円］） 

 

 県内の臨床研修病院を初期研修や後期研修の場として選択する医師の増加を図るため，病院

間の情報交換や共同ＰＲ等を行うネットワーク組織を設ける。 

 具体の事業としては，ネットワーク組織の設立，情報交換・研修会の開催，パンフレット作

成等による共同ＰＲ活動等とする。 

 

④ 女性医師支援事業 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ４２，８８９千円 

（基金負担分 ３９，３８９千円［県北地域 ０千円，県南地域 ３９，３８９千円］） 

 

 医師国家試験合格者における女性の増加に伴って女性医師の割合が上昇する中，医師不足が

顕著な産科や小児科等の診療科に若手女性医師が多いことから，女性医師の離職防止，出産・

育児等と勤務を両立できるような環境整備等に資する事業を実施する。 

 具体の事業としては，女性医師支援に関する総合窓口となる女性医師支援センターを設置し，

子育て支援サービスの情報提供・仲介や復職研修等の受入調整等の支援体制を整備するととも

に，セミナー事業等を行う。 

 また，インターネット広報を推進し，行政，大学及び医師会等が実施する女性医師支援事業

のＰＲ，女性医師が働きやすい職場づくり等に関する先進的な事例紹介等を行う。 
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⑤ 看護師確保対策 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ４４，８７８千円 

（基金負担分 ４３，５６９千円［県北地域 ９，０００千円，県南地域３４，５６９千円］） 

 

 看護師の確保及び復職支援等を行うとともに，安全で質の高い看護サービスを提供するため，

看護師の養成・確保及び看護師の質の向上のための取組を行う。 

 ◆ 復職支援のための教育備品購入助成 

◆ 認定看護師養成課程受講者への助成 

◆ 看護師養成所における教員確保及び看護実習への支援 

◆ 看護師採用活動への支援 

◆ (社)宮城県看護協会における研修機能の強化に必要な施設整備 

 

 

 

 

① 救急患者退院コーディネーター事業 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ３５，２０６千円 

（基金負担分 ２８，１４３千円［県北地域 ０千円，県南地域 ２８，１４３千円］， 

国庫補助金分 ７，０６３千円） 

 

 救急医療機関に搬送された患者が，急性期を過ぎた後も救急医療用の病床に入院し続けるこ

とにより，救急医療機関が新たな患者を受け入れることができないというケースが多くなって 

•総事業費 １５５，９１８千円                  
（基金負担分 １４８，２０５千円                
［県北地域 ７７，８３７千円，県南地域 ７０，３６８千円］，  
国庫補助金分 ７，０６３千円 ） 

•本県においては，医療機関における救急搬送患者の受入率が全国に比し
て低く，消防機関による搬送先医療機関の選定に時間を要し，救急搬送
時間が全国下位に位置している。 

•その要因として，下記の点が挙げられる。 

•初期救急医療体制が不十分なことによる中核的病院等の過重負担  

•専門領域に限定された当直医の対応 

•後方病床の確保が不十分なことによる慢性的ベッド満床状態 

•このため，救急医療に携わる医師数の増加や対応能力の向上を図るとと
もに，救急医療機関において病状が安定した患者が回復期・慢性期の医
療機関に円滑に転院できるシステムの構築を行う。 

•また，救命救急センター等から遠距離の地域における重症患者の救命率
の向上や，近い将来，高い確率で発生することが予想されている宮城県
沖地震における広域搬送体制を構築するため，ドクターヘリの導入を検
討する。 

•さらに，災害拠点病院指定要件に掲げられた体制整備を図り，災害時の
救急医療体制の構築を行う。  

ウ 救急医療体制の充実・強化 
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いる。 

 このため，円滑な転院や施設間の連携の構築を図るためのコーディネーターを配置し，急性

期を過ぎた患者が救急医療用病床から円滑に転院できる体制を確保し，二次救急医療機関や救

命救急センターにおける患者受入率の向上を図る。 

 なお，本事業の実施に当たっては，宮城県救急医療情報システムの中に既に整備されている

「後方転送支援システム」を積極的に活用するとともに，後方支援入院施設の機能強化を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医師等の救急医療対応力の向上を図るための研修の実施 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 １３，９７３千円 

（基金負担分 １３，９７３千円［県北地域 １３，９７３千円，県南地域 ０千円］） 

 

 本県の救急医療の大きな課題となっている平日夜間の初期救急体制や二次救急医療機関にお

ける患者受入率の向上を図るためには，これらを担う医師等の救急医療に関する知識・技術の

向上等が不可欠である。 

このため，ＢＬＳ（一次救命処置），ＡＣＬＳ（二次救命処置）等の研修に必要な備品を整備

した上で，これら研修を実施する。 

 

③ ドクターヘリの導入検討 

・事業期間は平成２２年度から平成２３年度まで。 

・事業総額 １，９９８千円 

（基金負担分 １，９９８千円［県北地域 ０千円，県南地域 １，９９８千円］） 

 

 本県におけるドクターヘリ導入に向けて，関係者により設置場所や効果的・効率的な運営方

法，搭乗するスタッフの確保等について調査・検討を行う。 

 

④ 災害拠点病院の体制整備 

・事業期間は平成２４年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 １０４，７４１千円 
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（基金負担分 １０４，０９１千円［県北地域６３，８６４千円，県南地域４０，２２７千円］） 

 

 災害拠点病院指定要件に掲げられた体制整備を図り，災害時の救急医療体制の構築を図るも

の。 

 

 

 

 

① 周産期・小児医療体制の充実・強化 

・平成２１年度事業開始。 

・事業総額 ４，３１７，１２３千円  

（基金負担分 ３０２，４０１千円［県北地域 ０千円，県南地域 ３０２，４０１千円］，

国庫補助金分 ４１，１７２千円，県負担分 ３，９４１，６９３千円，         

事業者負担分 ３１，８５７千円） 

  

 極低出生体重児や様々な疾患を有する小児への対応等の高度で専門的な機能については，

地域ごとに整備することが難しいため，これらの機能を有する拠点的な施設の機能の強化を

図りながら，各地域への支援を行っていく。 

◆ 総合周産期母子医療センターである仙台赤十字病院や，地域周産期母子医療センターで

あり東北唯一の小児専門病院でもある宮城県立こども病院の機能の強化に必要な設備整備 

 

等に対して補助を行うとともに，救急処置を必要とする救急患者が迅速に適切な医療機関

に搬送されるよう東北大学病院及び仙台赤十字病院に周産期救急搬送コーディネーターを

配置する。 

◆ 本県においては，ＮＩＣＵ退院後も常時呼吸管理の必要な重症児に対しては，慢性呼吸

管理病棟（ハイケアユニット）を有する拓桃医療療育センターが中心となり，慢性期のリ

ハビリテーション医療を提供している。今後，拓桃医療療育センターの機能を強化し，常

時呼吸管理を必要とする重症児の在宅移行を支援する。 

◆ 極低出生体重児に対する継続支援と臨床研究を行うセンターの運営に対して補助を行う。 

 

 

•総事業費 ４，３１７，１２３千円               
（基金負担分 ３０２，４０１千円               
［県北地域 ０千円，県南地域 ３０２，４０１千円］，      
国庫補助金分 ４１，１７２千円，県負担分 ３，９４１，６９３千円，   
事業者負担分 ３１，８５７千円） 

•本県においては，ＮＩＣＵの病床数が不足している上，長期入院児がい
ることにより慢性的に満床状態となっており，新規受入れに支障が生じ
ている。 

•このため，全県的な見地から高度で専門的な周産期医療施設の充実・強
化等を図るととともに，ＮＩＣＵ長期入院児の円滑な転院や在宅移行を
推進する。 

エ 周産期・小児医療体制等の充実・強化 



 17 

 

 

① 在宅医療の推進事業 

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 ６８，９０１千円 

（基金負担分 ６５，４７１千円［県北地域 ０千円，県南地域 ６５，４７１千円］）  

 

 地域の中核病院と連携して術前及び退院後の口腔ケアや在宅歯科診療を推進するとともに，

在宅医療を支援する基幹薬局の体制整備を県内１～２箇所でモデル事業として実施する。 

 

 

 

 

① 宮城県立がんセンターの機能強化 

・事業期間は平成２２年度以降。 

・事業総額 １，７９０，２０８千円 

（基金負担分 ４０，０００千円［県北地域 ０千円，県南地域 ４０，０００千円］， 

県負担分 １，７９０，２０８千円） 

  

宮城県立がんセンターに高度な放射線治療装置を整備する。 

 

 

•総事業費 ６８，９０１千円                  
（基金負担分 ６５，４７１千円                
［県北地域 ０千円，県南地域 ６５，４７１千円］） 

•高齢化の進展に伴い，長期間在宅で療養する患者が増えており，在宅医
療体制の充実が求められている。そのため，県歯科医師会及び県薬剤師
会と連携してモデル的に在宅医療推進の取組を行う。 

オ 在宅診療の充実 

 

 

•総事業費 １，８０７，４５８千円               
（基金負担分 ４８，６２８千円                 
［県北地域 ０千円，県南地域 ４８，６２８千円］，        
国庫補助金分 ８，６２８千円，県負担分 １，７５０，２０８千円） 

•がんは県民の死因の第一位の疾病であり，がんに罹患する人及びがんで
死亡する人は今後とも増加すると見込まれていることから，がん医療体制
の充実が求められている。このため，県がん診療拠点病院として高度な診
療機能を担っている宮城県立がんセンターの機能を整備する。 

•新型インフルエンザについては，感染者の拡大と重症患者の増加が見込
まれており，これらに備えた診療体制の整備が求められている。インフル
エンザ等感染症の診療には，患者受入医療機関における院内感染防止対策
が重要であることから，対策のために各医療機関が行う施設・設備の整備
を支援する。 

カ がん診療機能の充実とインフルエンザ等感染症対策の推進 
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② 新型インフルエンザ等患者受入医療機関の施設・設備整備支援 

・事業期間は平成２１年度から平成２５年度まで。 

・事業総額 １７，２５６千円 

（基金負担分 ８，６２８千円［県北地域 ０千円，県南地域 ８，６２８千円］， 

国庫補助金分 ８，６２８千円） 

 

新型インフルエンザ等患者受入医療機関が行う施設整備や個人防護具を含む設備整備に対

して補助を行う。 
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 (2) 県南地域で取り組む事業  

 

 

 

 

① みやぎ県南中核病院の機能強化 

ａ 地域救命救急センターの設置 

   ・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。 

   ・事業総額 ８５３，４８７千円（基金負担分 ８５２，３０２千円） 

 

 みやぎ県南中核病院が三次救急医療を担うため，地域救命救急センターを設置すること

とし，これに必要な施設・設備（ＩＣＵ，ＨＣＵ，ヘリポート等）の整備に補助を行う。 

 これにより，救急搬送受入件数（平成２０年度３，１３５件）を平成２５年度までに年

間約３，７００件に増加させる。 

 

ｂ 地域救命救急センターの運営 

   ・平成２４年度事業開始。 

   ・事業総額 ３９５，１０９千円 

（基金負担分 １１８，３６０千円，事業者負担分 ２７６，７４９千円） 

 

 地域救命救急センターの設置により必要となる医療従事者の確保など，運営に関する経

費に補助を行う。 

 

 ｃ ２４時間院内保育事業の運営 

   ・平成２４年度事業開始。 

   ・事業総額 ３０，６４６千円 

（基金負担分 ３０，６４６千円）  

 

  特に女性の医師や看護師等の出産・育児等と勤務の両立を可能とし，離職防止や再就職

支援に取り組むため，２４時間院内保育事業に補助を行う。 

これにより，院内に勤務する女性職員の離職率（平成２０年度１１％）を平成２５年度

までに５％に低下させる。 

 

 

 

•総事業費 ２，４５５，４４８千円               
（基金負担分 １，５６５，３７３千円，事業者負担分８９０，０７５千円） 

•地域の中核的な病院である両病院の役割分担を明確化した上で，各々が
担う機能の整備をするとともに，相互の連携を強化することにより，効
率的かつ安定的な医療提供体制を整備する。 

ア みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院との機能分化・連携の強化 
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② 公立刈田綜合病院の機能強化 

 ａ 二次救急医療体制の充実 

   ・事業期間は平成２３年度中。 

   ・事業総額 ７６，９７５千円 

（基金負担分 ７６，０００千円，事業者負担分 ９７５千円） 

 

重症の時間外救急外来患者の受入態勢を整備するために，コメディカルの救急スタッフ

ルーム・当直室を新たに整備することとし，当該施設整備に補助を行う。 

これにより，時間外救急外来患者数（平成２０年度６，４５２名）を平成２５年度まで

に年間約７，１００名に増加させる。 

 

 ｂ 回復期リハビリテーション病棟の運営に必要な医療従事者の確保 

・平成２３年度事業開始。 

・事業総額 ５３１，９５８千円 

（基金負担分 ２０３，６２０千円，事業者負担分 ３２８，３３８千円） 

 

仙南医療圏で未設置となっている回復期リハビリテーション病棟（約５０床）を設置し，

その運営に必要なスタッフ（医師，ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ，看護師）を約２０名増員するため

の必要な経費に対して補助を行う。 

 

 ｃ 人工透析治療機能の強化 

・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。 

・事業総額 ３４２，４３７千円 

（基金負担分 １７８，００２千円，事業者負担分 １６４，４３５千円） 

 

 増加傾向にある糖尿病性腎症の血液透析患者に対応するため，現在の透析室に８床分増

床するとともに，患者受入体制の強化に必要な設備等の整備に補助を行う。 

これにより，透析患者の受入人数（平成２１年９月末日１２２名）を平成２５年度まで

に約２５名増加させる。 

    

 ｄ 人工透析治療機能の強化に伴う医療従事者の確保 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 ４５，３８７千円（事業者負担分 ４５，３８７千円） 

 

  人工透析室の拡張に伴い，必要な看護師３名を新たに確保する。 

 

 ｅ 呼吸器・感染症治療機能の強化 

・事業期間は平成２５年度中。 

・事業総額 ５２，５００千円 

（基金負担分 ２６，５００千円，事業者負担分 ２６，０００千円） 
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 第二種感染症指定医療機関としての機能強化を図るとともに，新型インフルエンザ患者

の受入にも対応するため，人工呼吸器等の必要な設備整備に補助を行う。 

 

 ｆ 看護師修学資金貸付制度の拡充及び院内保育所の整備 

・平成２２年度事業開始。 

・事業総額 １２６，９４９千円 

（基金負担分 ７９，９４３千円，事業者負担分 ４７，００６千円） 

 

  将来安定して看護師を確保するために，平成２１年度から実施している１０名分の修学

資金貸付事業を平成２２年度から１０名分拡大するとともに，特に女性の医師や看護師等

の離職防止や再就職を支援するために，２０名収容できる院内保育所の整備に補助を行う。 
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① 平日夜間の初期救急外来の開設 

・平成２３年度事業開始。 

・事業総額 ２１２，５９８千円 

（基金負担額 １９３，０９３千円，事業者負担分 １９，５０５千円） 

 

開業医の協力を得ながら，当地域で未整備となっている平日夜間の初期救急体制を整備し，

住民が安心できる救急医療体制の構築を図るとともに，二次・三次の救急医療機関の負担の軽

減を図る。 

具体的には，地域の中核的な病院に初期診療に必要な施設・設備を整備し，地元開業医等が

出向いてトリアージや軽症患者の対応を行う。 

 

 

② 周産期医療体制の強化 

・事業期間は平成２２年度中。 

・事業総額 ３０，０３５千円 

（基金負担分 ３０，０００千円，事業者負担分 ３５千円） 

 

 正常分娩を中心に仙南医療圏の多くの分娩を担っているスズキ記念病院の機能の充実に必要

な設備（分娩監視装置，超音波診断装置）を整備し，計画地域の入院患者の圏域内受療率（平

成１８年度８３％）を平成２５年度まで７％引き上げる。 

 

•総事業費 ２４２，６３３千円                 
（基金負担分 ２２３，０９３千円，事業者負担分１９，５４０千円） 

•救急・周産期医療に関して，周辺地域を含めた関係医療機関が役割分担
を行いながら体制の強化を図ることにより，住民が身近な地域で良質の
医療が受けられる体制を構築する。 

イ  救急・周産期医療体制について  



 23 

７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると想定される事業は次のと

おりである。 

ただし，県の財政状況や地域医療を取り巻く環境の変化等に応じて見直し等を行っていく。 

 

《県全体で取り組む事業》 

① 宮城県医師育成機構の運営 

・単年度事業予定額 ２，０００千円 

② 地域医療研修センターの運営 

 ・単年度事業予定額 ２０，０００千円 

③ 医学生を対象とする奨学金の拡充 

 ・単年度事業予定額 １２５，０００千円 ※ ただし，金額は年度により変動する。 

④ 地域医療現場医師，地域医療を志す医学生，臨床研修病院等のネットワーク構築 

 ・単年度事業予定額 １，０００千円 

⑤ 女性医師支援事業 

 ・単年度事業予定額 １，０００千円 

⑥ 救急患者退院コーディネーター事業の実施 

 ・単年度事業予定額 ７，２００千円 

⑦ 周産期救急搬送コーディネーター事業の実施 

・単年度事業予定額 １７，４７２千円 

⑧ 極低出生体重児に対する一括評価と要支援児に対する継続支援を行うセンターの運営 

 ・単年度事業予定額 ２０，０００千円 

 

《県南地域で取り組む事業》 

① 地域救命救急センターの運営（みやぎ県南中核病院） 

 ・単年度事業予定額 １１０，７３２千円 

② ２４時間院内保育の運営（みやぎ県南中核病院） 

 ・単年度事業予定額 ８０，０００千円 

③ 回復期リハビリテーション病棟の運営（公立刈田綜合病院） 

 ・単年度事業予定額 １２５，４０９千円 ※ 人件費 

④ 人工透析部門の運営（公立刈田綜合病院） 

 ・単年度事業予定額 １５，１２９千円 ※ 機能強化に伴う増員分の人件費 

⑤ 看護師修学資金貸付事業（公立刈田綜合病院） 

 ・単年度事業予定額 ２４，０００千円 

 

 地域医療再生計画が終了し，地域医療再生基金が無くなった後においても，５に掲げる目標を

達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業について

は，平成２６年度以降も，引き続き実施していくこととする。 
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⑥ ２病院間患者情報供覧システムメンテナンス料（みやぎ県南中核病院及び公立刈田綜合病院） 

・単年度事業予定額 ７，０００千円 

⑦ 平日夜間の初期救急外来の開設（総合南東北病院ほか） 

 ・単年度事業予定額 ５１，１１０千円 

⑧ 在宅歯科医療センターの運営 

 ・単年度事業予定額 ５，３７０千円 
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８ 計画の策定及び進行管理 

 

 本計画の策定に当たっては，平成２０年４月に公示した「宮城県地域医療計画」に示された本県

の現状・課題や二次医療圏ごとの機能分化及び連携の在り方，４疾病５事業の医療提供体制の方向

性等を基本としながら，平成２０年度に各自治体等が策定した「公立病院改革プラン」や県内の関

係機関・団体からの事業計画の提案の内容を踏まえながら，対象地域の選定及び計画内容の検討を

行った。 

また，これらの検討に当たっては，医療法第３０条の１２の規定に基づいて設置している宮城県

地域医療推進委員会を開催し，その意見を聴きながら進めてきた。 

 

《計画の策定経過》 
 

平成２１年 ７月１６日 関係機関・団体に対する説明会開催 

７月中 関係機関・団体から事業計画の募集（５０機関・団体から１４８事業） 

８月１７日 第１回地域医療推進委員会開催 

・計画対象地域の選定について 

９月２５日 第２回地域医療推進委員会開催 

・計画（中間案）について 

１０月１４日 計画（案）の決定 

 

 

 今後，本計画に示された様々な事業を確実に実行し，目指す目標を達成するには，その計画全体

の進捗状況を適時確認しながら，それを踏まえた適切な事業の実施や事業間の相互調整を行うなど，

適切に対応する必要がある。 

このため，県において定期的に施策の進捗状況を把握・点検するとともに，その結果については

広く情報公開し，関係機関・団体や県民の理解・協力を得ながら，目標達成を目指していく。 

また，宮城県地域医療推進委員会において，専門的な見地から各事業の効果的・効率的な推進方

策の検討や進捗状況の評価を行うとともに，地域においては，医師会，歯科医師会，薬剤師会，医

療機関，行政等の関係者から構成されている地域医療対策委員会等の場を活用して，各事業の積極

的な推進に向けた合意形成や具体的な実施方法の検討を行っていく。 

 

※ 計画の策定及び進行管理に要する経費 

  ・事業期間は平成２１年度から平成２５年度まで。 

  ・事業総額 ５，７９９千円 

（基金負担分 ５，７９９千円［県北地域 ０千円，県南地域 ５，７９９千円］） 

 

 

 

 

※今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。 

なお，財源とすべき基金余剰額が不足し，上記の基金負担額に満たないこととなった場合は，都道府県負担により事業を実施する。 
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宮城県地域医療推進委員会委員名簿 

 

         （敬称略） 

種    別 所属・役職 氏  名 備 考 

特定機能病院（東北大学病院）の管理者 東北大学病院長 里 見   進 副委員長 

地域医療支援病院の管理者 みやぎ県南中核病院長 内 藤 広 郎  

公的医療機関の管理者 栗原市立栗原中央病院長 小 泉   勝  

    〃 登米市立佐沼病院長 石 井   洋  

    〃 気仙沼市立病院長 遠 藤   渉  

臨床研修病院の管理者 大崎市民病院長 太 田 耕 造  

    〃 石巻赤十字病院長 飯 沼 一 宇  

大学その他の医療従事者の養成に関する機関 東北大学大学院医学系研究科教授 本 郷 道 夫  

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター院長 菊 地   秀  

地域の医療関係団体 宮城県医師会長 伊 東 潤 造 委員長 

〃     宮城県医師会副会長 嘉 数 研 二  

〃     宮城県歯科医師会長 細 谷 仁 憲  

〃     宮城県薬剤師会長 生 出 泉太郎  

〃     宮城県看護協会長 上 田 笑 子  

市町村 白石市長 風 間 康 静  

地域住民を代表する団体 河北新報社論説委員  佐 藤 陽 二  

学識経験者 東北大学大学院医学系研究科教授 濃 沼 信 夫  

  〃 東北大学大学院医学系研究科教授 篠 澤 洋太郎  

  〃 東北大学大学院医学系研究科教授 八重樫 伸 生  

  〃 東北大学大学院医学系研究科教授 土 屋   滋 
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